
 

 

 

 

1. 地区計画の目標 

本市の産業拠点である福井市中央工業団地地区は、都市基盤が充実し、周辺に恵まれた自然環境を有する工業団地であ

ることから、地区計画を策定することにより、さらに企画開発環境や雇用環境に配慮しつつ、周辺の自然環境と調和を図

りながら、良好な都市の生産環境を形成し保全することを目標とする。 

2. 区域の整備・開発及び保全の方針 

土地利用の方針 

本市の産業拠点として適正な土地利用を実現するため、周辺の恵まれた自然環境との調和に配

慮するとともに、本区域を細区分し、それぞれ次に掲げる方針により土地利用を誘導する。 

Ａ地区（約２１.７ha） Ｂ地区（約６.７ha） 

 工場立地に努めるほか、社宅等地区内

の従業員の福利厚生に係る施設、地区内

で製造された工場製品の直売施設等製品

の企画開発力を高める施設の誘導を図

る。 

工場立地に努めるほか、社宅等地区内の従業員の福

利厚生に係る施設、地区内で製造された工場製品の直

売施設等製品の企画開発力を高める施設の誘導を図

る。 

工業団地において効率的な生産活動を確保するた

め、小規模な店舗等の従業員の利便に供する施設の誘

導を図る。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

 建築物等の用途や建築物の敷地面積の最低限度等の制限を行い、周辺環境と調和したゆとりと

潤いのある工業団地が形成されるよう誘導する。 

3. 地区整備計画 

用 途 地 域 工業地域（建蔽率：６０％ 容積率：２００％） 

建築物等の制限 

に関する事項 

土 地 利 用 の 区 分 

Ａ  地  区 Ｂ  地  区 

建築物等の用途 

 建築基準法に定める工業専用地域にお

いて建築してはならない建築物は、原則、

建築できない。 

 ただし、以下の施設は建築できる。 

○地区内の従業員が利用する社宅 

○地区内で製造された工場製品の販売を

目的とした物販店（床面積は３００㎡

以下） 

 建築基準法に定める工業専用地域において建築し

てはならない建築物は、原則、建築できない。 

ただし、以下の施設は建築できる。 

○地区内の従業員が利用する社宅 

○地区内で製造された工場製品の販売を目的とした

物販店（床面積は３００㎡以下） 

○物販店又は飲食店（床面積は２００㎡以下） 

（物販店の飲食の用途に供する部分は１００㎡を限

度として床面積に含まない。また、ガソリンスタ

ンドのキャノピー部分も床面積に含まない。） 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 

１，２５０㎡ 

ただし、物販店や飲食店の敷地については、この限りでない。 

壁 面 の 位 置 

○道路境界線から５．０ｍ（県道三尾野別所線） 

３．０ｍ（県道三尾野別所線以外の道路） 

○隣地境界線から２．０ｍ 

緑 化 率 の 

最 低 限 度 
 敷地面積の１５％以上 

建 築 物 等 の 

形態又は意匠 

○建築物等の形態又は色彩その他の意匠は、周辺環境との調和を図り、景観形成上支障とないも

のとする。 

○屋外広告物は、１事業者２箇所以内とし、事業所名及び商標のみの表示とする。設置方法は、

建築物壁面への直付けのみとする。 

ただし、物販店や飲食店の敷地内に設置するもの、及び、福井市中央工業団地協同組合が設置

するものは、この限りでない。 

垣又はさくの構造 

○門柱：高さ１．５ｍ以下、長さ６ｍ以下 

○門扉：高さ１．２ｍ以下、長さ１２ｍ以下 

 道路境界及び隣地境界に垣又はさくを設置する場合は、生け垣とする。 
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